
議 案 第 １ 号

平成２０年度北海道一般会計補正予算（第３号）

平成２０年度北海道一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５，１２３，５８９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ２，９２８，４５０，６９５千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することのできる経費は、「第２

表繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第３表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条 地方債の変更は、「第４表地方債補正」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
（単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

５ 地 方 交 付 税 ７１４，６９６，１１７ ６８０，０００ ７１５，３７６，１１７

１ 地 方 交 付 税 ７１４，６９６，１１７ ６８０，０００ ７１５，３７６，１１７

７ 分担金及び負担金 ２２，４４５，４８７ ７，１０１ ２２，４５２，５８８

１ 分 担 金 ２，５２４，６９４ △ ４，９５３ ２，５１９，７４１

２ 負 担 金 １９，９２０，７９３ １２，０５４ １９，９３２，８４７

９ 国 庫 支 出 金 ３２２，５４９，０８２ ２，５７３，３３６ ３２５，１２２，４１８

２ 国 庫 補 助 金 ２０７，７９９，３３７ ２，５１４，４１６ ２１０，３１３，７５３

３ 委 託 金 ３，１９３，７３０ ５８，９２０ ３，２５２，６５０

１３ 諸 収 入 ３３４，８６８，６２３ △ ６９，１３２ ３３４，７９９，４９１

３ 貸 付 金 収 入 ３１１，５２３，２９９ ５００ ３１１，５２３，７９９

４ 受 託 事 業 収 入 ４，６９４，２２３ △ ２９，６６６ ４，６６４，５５７

６ 雑 入 ７，０３２，９６９ △ ３９，９６６ ６，９９３，００３
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

１４ 道 債 ７２４，０６７，４００ １１，６１０，０００ ７３５，６７７，４００

１ 道 債 ７２４，０６７，４００ １１，６１０，０００ ７３５，６７７，４００

１５ 繰 越 金 ０ ３２２，２８４ ３２２，２８４

１ 繰 越 金 ０ ３２２，２８４ ３２２，２８４

歳 入 合 計 ２，９１３，３２７，１０６ １５，１２３，５８９ ２，９２８，４５０，６９５
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歳 出
（単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

２ 総 務 費 ２３７，８３０，９４９ △ ２２８，９６５ ２３７，６０１，９８４

１ 総 務 管 理 費 ９５，０１４，３７２ △ １３８，０００ ９４，８７６，３７２

９ 選 挙 費 ３４２，９６６ △ ９０，９６５ ２５２，００１

４ 企 画 振 興 費 ７９，３９１，３５３ △ １，３７６ ７９，３８９，９７７

２ 地域振興・計画費 ６５，２６６，９７０ △ ６４，３３８ ６５，２０２，６３２

４ 科 学 Ｉ Ｔ 振 興 費 ４，３４１，９９８ △ １１，０００ ４，３３０，９９８

５ 新幹線・交通企画費 ６，７６１，６２７ ７３，９６２ ６，８３５，５８９

６ 保 健 福 祉 費 ３０７，３８３，３２１ △ ２８０，３３３ ３０７，１０２，９８８

２ 医 療 政 策 費 ４，９６０，３８８ ５８，９２０ ５，０１９，３０８

３ 健 康 推 進 費 １１，１３１，９５８ １０１，２７４ １１，２３３，２３２

７ 地域医師確保推進費 ３６６，５７５ △ ５，６５５ ３６０，９２０

９ 高齢者保健福祉費 ４，０９６，０２４ △ １４１，３３２ ３，９５４，６９２

１０ 介 護 保 険 費 ４９，４８４，５８１ △ ２１６，８３１ ４９，２６７，７５０
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

１１ 障害者保健福祉費 ３９，３９９，４８４ △ ７６，７０９ ３９，３２２，７７５

８ 農 政 費 １５６，６３５，７３６ ８９８，８８５ １５７，５３４，６２１

２ 食 品 政 策 費 ２，０７４，６６９ １，０２５，０００ ３，０９９，６６９

６ 農 業 経 営 費 ３，００９，０６０ △ ４１，４６５ ２，９６７，５９５

９ 農 村 設 計 費 ２９，７９０，２５３ △ ３４，２０３ ２９，７５６，０５０

１０ 農業農村整備事業費 ６０，７４３，１４８ △ ２９，６６６ ６０，７１３，４８２

１１ 農 業 施 設 管 理 費 ３１，２００，８３５ △ ７，９８３ ３１，１９２，８５２

１２ 農 村 計 画 費 ２９７，２８４ △ １２，７９８ ２８４，４８６

９ 水 産 林 務 費 ７９，６７１，３９７ １，８０２，６３８ ８１，４７４，０３５

１ 水 産 林 務 管 理 費 １１，４３３，５１１ ４６，３８８ １１，４７９，８９９

２ 水 産 経 営 費 ６，０９３，７４６ △ ７，６３９ ６，０８６，１０７

４ 漁 港 漁 村 費 ２８，９２２，６８３ ３１６，４５５ ２９，２３９，１３８

６ 林 業 木 材 費 ５，７２４，７３１ １０９，２６５ ５，８３３，９９６

８ 森 林 整 備 費 ６，５６８，８８８ ６８２，４５３ ７，２５１，３４１
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款 項 補正前の額 補 正 額 計

９ 治 山 費 １２，７１３，８９３ ６５５，７１６ １３，３６９，６０９

１０ 建 設 費 ３３６，７８６，９１９ １２，６６９，２９３ ３４９，４５６，２１２

１ 建 設 管 理 費 ６８，１４９，３２２ ３３，６９３ ６８，１８３，０１５

２ 道 路 橋 り ょ う 費 １５１，４８０，６３２ ９，３２０，０００ １６０，８００，６３２

３ 河 川 費 ６４，１０１，７４７ ２，２５９，２００ ６６，３６０，９４７

４ 空 港 港 湾 費 ６，６２０，８６７ ３０，０００ ６，６５０，８６７

５ 砂 防 海 岸 費 ２０，５３０，８０８ １，０２６，４００ ２１，５５７，２０８

１１ 警 察 費 １３１，５４４，５４７ ２５３，０００ １３１，７９７，５４７

３ 交 通 安 全 施 設 費 ４，２８０，５６５ ２５３，０００ ４，５３３，５６５

１５ 諸 支 出 金 ８１，４７３，７２１ １０，４４７ ８１，４８４，１６８

１ 繰 出 金 ５，０３１，７８１ １０，４４７ ５，０４２，２２８

歳 出 合 計 ２，９１３，３２７，１０６ １５，１２３，５８９ ２，９２８，４５０，６９５
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第 ２ 表

繰 越 明 許 費
（単位 千円）

款 項 事 業 名 金 額

９ 水 産 林 務 費 １ 水 産 林 務 管 理 費 公 共 事 業 事 務 費 ４２，４０４

４ 漁 港 漁 村 費 漁 港 海 岸 保 全 事 業 費 １１９，１５０

漁港海岸保全特別対策事業費 ２４，０００

８ 森 林 整 備 費 森林環境保全整備事業費 ４１８，５３７

森林居住環境整備事業費 ６５，３９７

９ 治 山 費 治 山 事 業 費 ４０５，７１６

小規模治山特別対策事業費 １３６，０００

１０ 建 設 費 ２ 道 路 橋 り ょ う 費 道 路 公 共 事 業 費 １，１７０，０００

３ 河 川 費 河 川 公 共 事 業 費 ２６８，０００

５ 砂 防 海 岸 費 砂 防 公 共 事 業 費 ６４，０００

海 岸 公 共 事 業 費 ２４０，０００

海 岸 特 別 対 策 事 業 費 １２６，０００
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第 ３ 表

債 務 負 担 行 為 補 正
（単位 千円）

事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

平成２０年度農業近代化資金の融通
に伴う利子補給に関する債務負担
行為

平成２０年度から
平成４０年度まで

２４７，８１８
平成２０年度から
平成４０年度まで

２７９，１１９

平成２０年度農業経営基盤強化資金
の融通に伴う道費補助に関する債
務負担行為

平成２０年度から
平成４５年度まで

９１５，３５３
平成２０年度から
平成４５年度まで

１，０３２，２８６

平成２０年度肥料・燃油価格高騰緊
急対策資金の融通に伴う利子補給
に関する債務負担行為

－ －
平成２０年度から
平成２３年度まで

３２，３１７

平成２０年度漁業近代化資金の融通
に伴う利子補給に関する債務負担
行為

平成２０年度から
平成４１年度まで

６４０，６３０
平成２０年度から
平成４１年度まで

６４８，８９７

平成２０年度道単独投資事業に関す
る債務負担行為

－ －
平成２０年度から
平成２１年度まで

漁港事業につい
て

８５，０００
漁港海岸事業に
ついて

７８，０００
治山事業につい
て

２１３，０００
道路事業につい
て

２，５６１，０００
河川事業につい
て

６４５，０００
海岸事業につい
て

２３８，０００
交通安全施設整
備事業について

３８０，０００
の合計額

４，２００，０００
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第 ４ 表

地 方 債 補 正
（単位 千円）

起債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

直 轄 特 定

漁 港 漁 場

整備 事 業 費

４，６１５，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる（他の

地方公共団

体との共同

発 行 を 含

む。）。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

４，６３５，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる（他の

地方公共団

体との共同

発 行 を 含

む。）。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

漁 港 海 岸

保 全 費
７１３，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ７９４，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

臨時漁港海岸

保全施設整備

特 別 対 策

事 業 費

２６８，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 ３３８，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

治山 事 業 費 ５，９１７，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 ６，１２７，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

臨時治山施設

整備特別対策

事 業 費

１，５７２，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 １，８１６，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

森林 整 備 費 １，５２７，４００ 同 上
１０％

以内

据置期間を含め５０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

１，６６４，４００ 同 上
１０％

以内

据置期間を含め５０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

直 轄 道 路

事 業 費
５３，３６６，０００ 同 上

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

５８，２０８，０００ 同 上
１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

道 路 維 持

管 理 費
３，７５７，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ４，４２７，０００ 同 上

１０％

以内
同 上
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起債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

道 路 新 設

改 良 費
８，８００，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる（他の

地方公共団

体との共同

発 行 を 含

む。）。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

９，００７，０００

総務省、財

務省その他

からの借入

れ又は知事

の定める債

券の発行に

よる（他の

地方公共団

体との共同

発 行 を 含

む。）。

１０％

以内

据置期間を含め３０年

以内において、半年

賦元利均等償還又は

知事の定める方法に

よる。ただし、必要

に応じて繰上償還す

ることができる。

臨時道路整備

特 別 対 策

事 業 費

３２，２４６，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 ３４，６１４，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

直 轄 河 川

事 業 費
１９，６４４，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ２０，９３９，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

河川 改 良 費 １１，２９５，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 １１，４４０，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

臨時河川整備

特 別 対 策

事 業 費

４，６３２，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 ５，１７３，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

直 轄 空 港

整 備 費
４２２，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ４３８，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

直 轄 砂 防

事 業 費
１，５４９，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 １，６３７，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

砂 防 費 ６，１１５，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 ６，１６４，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

臨時砂防施設

整備特別対策

事 業 費

１，２４８，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 １，３３８，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

直 轄 海 岸

事 業 費
１６８，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 ２２７，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

海 岸 保 全

事 業 費
１，４４５，０００ 同 上

１０％

以内
同 上 １，６１６，０００ 同 上

１０％

以内
同 上

臨時海岸保全

施設整備特別

対策 事 業 費

１，３５３，０００ 同 上
１０％

以内
同 上 １，６６０，０００ 同 上

１０％

以内
同 上
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起債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

合 計 ７３２，２７１，７００ ７４３，８８１，７００
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議 案 第 ２ 号

平成２０年度北海道母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）

平成２０年度北海道母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６７，９８８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ１，２５３，６１０千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第

１表歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。
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第 １ 表

歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
（単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１ 繰 入 金 １００，８９６ １０，４４７ １１１，３４３

１ 一 般 会 計 繰 入 金 １００，８９６ １０，４４７ １１１，３４３

２ 繰 越 金 ７０，０００ ３６，６４６ １０６，６４６

１ 繰 越 金 ７０，０００ ３６，６４６ １０６，６４６

４ 道 債 １８４，７８７ ２０，８９５ ２０５，６８２

１ 道 債 １８４，７８７ ２０，８９５ ２０５，６８２

歳 入 合 計 １，１８５，６２２ ６７，９８８ １，２５３，６１０
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歳 出
（単位 千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

１
母子寡婦福祉資金

貸 付 事 業 費
１，１８５，６２２ ６７，９８８ １，２５３，６１０

１
母子寡婦福祉資金

貸 付 事 業 費
１，１８５，６２２ ６７，９８８ １，２５３，６１０

歳 出 合 計 １，１８５，６２２ ６７，９８８ １，２５３，６１０
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第 ２ 表

地 方 債 補 正
（単位 千円）

起債 の 目 的

補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

母子寡婦福祉

資 金 貸 付

事 業 費

１８４，７８７

国庫からの

借入れによ

る。

０

母子及び寡婦福祉法

の定めるところによ

る。

２０５，６８２

国庫からの

借入れによ

る。

０

母子及び寡婦福祉法

の定めるところによ

る。
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